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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更について

第６回 埼玉県の土砂災害対策に関する有識者委員会
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(1)国の『砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案)』の改訂

→『砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案)』（令和２年３月）の改訂内容を踏まえた計画の見直しが必要

(2)『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の策定（平成31年3月）

→現行計画は、健全度評価に基づいた、修繕を目的とした計画であり、

以下を新たに位置付け、対策を検討していきたい

1)必要な構造基準を満たさない既存砂防堰堤※１

2)「歴史的砂防施設」および「歴史的砂防施設に準ずる石積砂防堰堤」※２

(3)令和元年東日本台風に伴う臨時点検を実施(令和元年10月）

→令和元年東日本台風に伴う臨時点検結果を踏まえた計画の見直しが必要

『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更について

《長寿命化計画変更の背景》
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※１必要な構造基準を満たさない既設砂防堰堤
• 埼玉県内に天端幅3mを満たさないコンクリート砂防堰堤372基及び

石積砂防堰堤が127基存在する。
※２歴史的砂防施設及び歴史的砂防施設に準ずる石積砂防堰堤
• 埼玉県内に歴史的砂防施設が2箇所（七重川砂防施設群、栗尾沢砂

防施設群）存在しており、同時期(1916～1945年)に竣工した施設に
ついて準ずる施設として取り扱う。（第５回有識者委員会）

《長寿命化計画変更の方針》

(1)『砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案)』の改定を踏まえた変更方針

• 主に３点の改定項目を反映（①LCC(ライフサイクルコスト)の縮減と各年の修繕費用等の平準化を踏まえた予防保全型維持

管理の導入②日常的な維持管理として流路工内の除石に関する方針を検討③定期点検等におけるUAV等の活用の記載）

(2)「埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画」の課題を踏まえた変更方針

• 必要な構造基準を満たさない既設砂防堰堤499基の対策方針を検討（①モデルケースを用いた安定性検討により最優先で対

策する施設の選定②優先度評価による短期計画等の策定）

• 「歴史的砂防施設」および「歴史的砂防施設に準ずる石積砂防堰堤」は安全を最優先するが、積極的に外観を保全する

(3)対策施設の追加

→令和元年東日本台風の際の臨時点検により要対策施設となった16施設を追加

以上の方針を加味した、長寿命化計画に変更したい

１．１ 長寿命化計画変更の背景・方針
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

３，１１９
(砂防関係施設)

健全度Ａ（１，７１８施設）

健全度Ｂ（ ７８３施設）
【要対策】

３１６施設(R10以降)

〈現行計画〉

４．対策実施方針

５．年次計画

３．対策優先度の考え方

詳細設計（対策の方向性、工法）

１．２ 変更の全体像

３０２施設(R1～R10で対策)

地すべり防止施設３１施設群
急傾斜地崩壊防止施設９２施設群
床固工５２４基
流路工１７７０施設群

砂防堰堤
７０２基

－２１基（改築又は更新）
※改築又は更新対象のため控除

＋１６施設（修繕）
※台風による被災施設の増

２９７施設《①修繕》

健全度Ｃ（ ６１８施設）

２０４基《②改築又は更新》
うち健全度Ｃ：21基

土石流影響範囲に人家又は公共施設有
９４基《③除石》

保全対象なし

〈変更計画〉

天端幅2m以上かつ堰堤高9m未満
の砂防堰堤は一定の安定性が確保

H28・29年に定期点検を実施

（維持管理）

施
設
種
別

構造上安定
（天端幅3m以上）

４４５基
・満砂状態ではないｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤
・石積堰堤

１６３基
（維持管理）

健
全
度
別

保全対象無

２０３基

２９５基

《499基(天端幅3m未満)》

構造上不安定かつ優先度が高い
(天端幅2m未満かつ堰堤高9m以上、天端幅2m未満又は堰堤高9m以上)

（維持管理）

構
造
的
視
点

堆
砂
状
況

《257基(満砂状態のｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤)》

【対策不要】

【経過観察】

人家等保全対象有

※優先して対策を実施



『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更
１．２ 変更の全体像

修繕
３０２施設

＋【１６施設】※

改築又は更新
２０４基
＋【０】※

除石
９４基

＋【０】※
5

２７１施設
（堰堤以外の地すべり防止施設や
急傾斜地崩壊対策施設を含む）

＋
【１６施設】※

１６４基
＋

【０】
※

６０基
＋

【０】
※

※【 】内の数は、今回
追加する施設数

１６基

５基

１０基 １９基

：修繕の際、除石

：「改築又は更新」で対応

：「改築又は更新」の際、除石
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

２．計画期間

〇「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）」（令和２年３月）では、
計画対象期間を３０年から５０年程度を目安とすることとしている

〇これを受け埼玉県では、３０年～５０年の長期計画を設定し、その中でも、優先
的に対策を実施していく施設を短期計画及び中期計画として設定

【短期】：１０年間（優先度の高い施設の対策完了を目標）
①健全度Ｃ(２９７施設－１６施設(Ｒ３までに対策完了)=２８１施設)の完了
②改築又は更新対象の２０４基の内、４０基程度を完了
③除石(９４基)の完了及び定期点検等の結果に基づき、流路工の日常的な維持として

必要な対策方針を検討

【中期】：１０年間～３０年間（残る健全度Ｃの対策完了を目標）
①残りの健全度Ｃ(３１６施設)を完了させ、全施設の健全度をＢに移行
②改築又は更新対象の残り１６４基の内、８０基程度を完了
③定期点検等の結果に基づき、流路工の日常的な維持として必要な対策方針を検討

【長期】：３０年間～５０年間（２０４基の対策完了を目標）
①健全度Ｂ以上を維持
②改築又は更新対象の残りを完了
③定期点検等の結果に基づき、流路工の日常的な維持として必要な対策方針を検討

〇なお、関連法やマニュアルの改正、または、定期点検や臨時点検等の結果に
基づき、概ね５年に１回、必要に応じて計画を見直すものとする
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

３．対策優先度の考え方

《①修繕》 《②改築又は更新》 《③除石》

〇健全度Ｃ評価のものを対象に、以
下４項目の評価指標から評価値を
算出し、別途ＡＨＰ法から算出し
た重要度をそれぞれ乗じた点数を
合計した値がその施設の点数とな
る。

〇評価項目
①施設健全度
②保全対象との位置関係
③施設重要度
④対策コスト

〇項目の重みは、保全対象との位置
関係が約６割を占めている

〇土砂災害警戒区域にある保全対象
の重要度を点数化し、土砂災害警
戒区域すべてに点数をつけ、点数
の高い箇所を優先度の高い箇所と
する。

〇評価項目
①避難所
②要配慮者利用施設
③重要公共施設
④公共的建物
⑤人家戸数

〇重要度については、避難所が高く、
次いで要配慮者利用施設、公共的
建物の順

〇県管理砂防堰堤のうち、
コンクリート堰堤かつ満
砂状態の堰堤を抽出

〇土石流の発生により影響
の及ぶ範囲内に人家又は
公共施設がある堰堤を抽
出

「埼玉県における砂防関係施設長寿
命化計画」で用いたAHP法の考え方を
採用

「埼玉県砂防関係施設整備計画」で
用いたAHP法の考え方を採用

６１８施設の優先順位を付け
３０２施設への絞込みを実施

２０４基の順位付け
２５７基から
９４基を抽出改築・更新への移行及び１６施設の追加

により修繕施設を２９７施設とした
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

４．対策実施方針（対策の進め方）

《①修繕》

１）コンクリート堰堤
〇優先順位を考慮した年次計画に基づき、順次、対策を実施する
〇全施設の健全度がＢ以上となるよう対策方針を検討
1.健全度Ｃ(２８１施設)を１０年で完了 【短期】
2.残る健全度Ｃ（３１６施設）を次の１０年で完了 【中期】
※2.については、定期点検や臨時点検の結果により変更する

〇全施設の健全度Ｂ以上を維持するため、適切な維持管理を実施

２）石積堰堤
※Ｒ４．２時点で、健全度Ｃに位置付けられた施設はない

ⅰ）歴史的砂防施設及び歴史的砂防施設に準ずる石積堰堤等
〇定期点検等で健全度Ｃと評価された施設が生じた場合において、修繕を実

施する場合は、安全を最優先するが、外観保全を考慮することを検討する
ⅱ）ⅰ）以外の石積堰堤

〇定期点検等で健全度Ｃと評価された施設が生じた場合において、安全を最優
先とした既存石積砂防堰堤における対策工法を検討する
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

４．対策実施方針（対策の進め方）

《②改築又は更新》

１）コンクリート堰堤
〇優先順位を考慮した年次計画に基づき、順次、改築又は更新を実施する

２）石積堰堤
ⅰ）歴史的砂防施設及び歴史的砂防施設に準ずる石積堰堤等

〇優先順位を考慮した年次計画に基づき、順次、改築(新設を含む)を実施する
〇保全対象への安全を最優先した上で、外観保全を考慮することを検討する

ⅱ）ⅰ）以外の石積堰堤
〇年次計画に基づき、順次、改築又は更新を実施する
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

４．対策実施方針（対策の進め方）

《③除石》

１）コンクリート堰堤
〇年次計画に基づき、除石を実施する
〇修繕または改築又は更新実施箇所と重複する場合は、除石実施年度を繰り
上げることも検討する

〇今後は、２回目以降の定期点検等の結果を踏まえ、除石の実施を検討する

２）石積堰堤
〇既存施設を活用しない場合は、除石は実施しない
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

４．対策実施方針（対策の進め方）

《④その他》

１）被災した施設の修繕
台風等の大雨により、砂防関係施設が損傷した場合、災害復旧事業の採択基
準に満たないものや臨時点検により、健全度Ｃや満砂が判明した箇所につい
ては、今後は、速やかに対策を実施できるように、長寿命化計画に位置付け
ることとする。

２）対策の実施に当たって
対策の実施に当たっては、対策の方向性及び実施する詳細な工法については、
詳細設計において決定する

３）流路工の維持管理について
定期点検等の結果を踏まえ、流路工内の除石や伐木など、日常的な維持とし
て必要な対応方針を検討する
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

４．対策実施方針（対策の進め方）

４）LCC（ライフサイクルコスト）検討

〇修繕等にかかるLCCの縮減を図るため、損傷が軽微である早期の段階に予防的な修繕等を
実施することで、砂防関係施設の機能及び性能の保持を図る「予防保全型維持管理」を
導入することが重要

〇導入に当たっては、以下３点を考慮する
①健全度評価
②劣化予測の結果
③損傷の状況・原因、及び施設の周辺環境(流域特性、保全対象との位置関係等)

【国の基本方針】

〇H28・29年度に実施した定期点検に基づき、健全度評価を実施済み（①）
〇定期点検等により、流域ごとの施設損傷など、流域特性(保全対象等)を把握（③）
〇劣化予測を実施していない（②）

<本県の現状>

〇健全度評価及び流域特性を踏まえた修繕を実施している
〇流域特性(地形条件)による施設の損傷傾向に基づいた対策を実施し、LCC縮減を図る
例)渓床勾配が急な渓流における堰堤天端摩耗に対し、天端に鉄板等を設置し、修繕間隔を長くする等

〇県全体のLCCの縮減を検討する際、維持管理を進めていく中で蓄積する情報（除石後の再
堆積状況や定期点検の積み上げ）や石積堰堤の今後の方向性なども加味していく

【本県の対応方針】



〇修繕の実施に当たっては、損傷の原因を考慮した上で、同様の損傷が発生しないよう、
対策工法を検討する

〇修繕に併せ、堰堤に堆積した土砂の除石を効率的に実施することも検討する

『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

４．対策実施方針（①修繕）

除石完了
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堰堤のクラック補修（前）

堰堤のクラック補修（後）

クラック



『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更について

４．対策実施方針（②改築又は更新）

改築又は更新において想定される対策工法事例
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想定される対策工法

想定される対策工法（歴史的砂防施設等）
※既往資料を加筆修正



改築・更新事例

『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

４．対策実施方針（②改築又は更新）

除石作業中

除石完了

改築後
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改築（ときがわ町）
※現況天端幅2mを天端幅3mに改築

更新（秩父市）
※損傷した石積堰堤をｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤に更新



〇常時流水の有無に関わらず、堰堤最上部の水抜き孔の高さまで除石を行う
〇袖部については、水抜き孔までの高さに応じ、おおむね同程度の高さまで除石を行う。

長さは、現渓床勾配を目安とする

『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更

水抜き孔

現渓床勾配

除石範囲

４．対策実施方針（③除石）

水抜き孔

都幾川／埼玉県ときがわ町

除石作業中

除石完了
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『埼玉県における砂防関係施設長寿命化計画』の変更について

17

５．年次計画（①修繕）

表5-1 年次計画（修繕） ※一部抜粋

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

92 秩父 渓流保全工 万場沢 秩父市 〇 〇

93 秩父 渓流保全工 阿熊川 秩父市 〇 〇

94 秩父 渓流保全工 天神沢 秩父市 〇 〇

95 秩父 渓流保全工 石間川 秩父市 〇 〇

飯能 砂防堰堤
山入沢第2号堰堤

0.649k
越生町 〇 〇

改築又は更新
で対応

飯能 砂防堰堤
柏木1号堰堤0.199k

(柏木入) 飯能市 〇 〇
改築又は更新

で対応

96 本庄 渓流保全工 渓流保全工 本庄市 〇 〇

97 本庄 渓流保全工 渓流保全工 美里町 〇 〇

98 本庄 渓流保全工 渓流保全工 美里町 〇 〇

99 本庄 渓流保全工 渓流保全工 美里町 〇 〇

100 本庄 渓流保全工 渓流保全工 美里町 〇 〇

101 本庄 渓流保全工 渓流保全工 美里町 〇 〇

102 本庄 渓流保全工 渓流保全工 美里町 〇 〇

東松山 砂防堰堤
第5号堰堤
新屋敷沢

東秩父村 〇 〇
改築又は更新

で対応

103 東松山 砂防堰堤
3.286k 砂防堰堤

槻川 東秩父村 〇 〇

104 東松山 砂防堰堤
丸塚堰堤
槻川

東秩父村 〇 〇

105 東松山 砂防堰堤
白石堰堤
槻川

東秩父村 〇 〇

所在地

概算事業費(千円）
備考

施設名称
(渓流名)

No.
県土整備
事務所

施設種別

《①修繕》

（年次計画の一部を抜粋（表5-1））

〇２９７施設（健全度Ｃのうち、影響範囲に
人家等を有する施設）のうち、Ｒ１～Ｒ３
までに修繕が完了した施設は１６施設

〇Ｒ４～Ｒ１３までの１０年間の目標として
は、２９７施設から１６施設を除いた、
２８１施設の修繕を完了させる 【短期】

〇２８１施設の修繕完了後、残りの健全度Ｃ
（３１６施設）の修繕に着手 【中期】

〇修繕の実施により健全度Ａとなることを目
標とし、適宜、修繕を実施することにより、
全施設の健全度Ｂ以上を維持することを目
標とする

（〇は対策実施年度）
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５．年次計画（②改築又は更新）

表5-2 年次計画（改築・更新） ※一部抜粋

－ 0.182 秩父 藤原沢 秩父郡 皆野町 9.5 18.0 1.2 石積

－ 0.182 秩父 田の入沢 秩父郡 小鹿野町 9.0 32.0 1.8 コンクリート

－ 0.061 秩父 白沢 秩父郡 横瀬町 10.5 15.7 1.5 コンクリート

－ 0.061 本庄 日山沢川 本庄市 児玉町 9.0 36.0 1.7 コンクリート

1 1.793 秩父 富沢 秩父郡 皆野町 7.5 26.7 1.8 コンクリート

2 1.486 秩父 浅間沢 秩父郡 皆野町 10.0 34.0 2.0 コンクリート

3 1.418 秩父 井戸の入沢 秩父郡 横瀬町 10.0 41.0 2.0 コンクリート

4 1.381 東松山 雀川 比企郡 ときがわ町 17.0 110.8 2.5 コンクリート

5 1.342 秩父 横石沢 秩父郡 横瀬町 7.2 35.0 1.5 石積

5 1.342 秩父 横石沢 秩父郡 横瀬町 5.0 19.0 1.5 石積

5 1.342 秩父 横石沢 秩父郡 横瀬町 9.0 37.0 2.0 石積

8 1.313 飯能 湯基入 飯能市 12.5 47.8 2.1 コンクリート

9 1.182 秩父 森戸入沢 秩父市 10.5 47.0 2.0 コンクリート

9 1.182 秩父 関谷沢 秩父郡 皆野町 5.5 20.0 1.9 コンクリート

9 1.182 熊谷 荒谷川 大里郡 寄居町 6.4 67.4 1.6 コンクリート

12 1.137 秩父 高野沢 秩父郡 長瀞町 24.0 5.2 2.0 コンクリート

12 1.137 秩父 阿熊川 秩父市 5.0 22.0 1.5 石積

12 1.137 秩父 塩沢川 秩父郡 小鹿野町 5.5 24.0 1.8 コンクリート

12 1.137 飯能 顔振川 入間郡 越生町 5.8 23.0 1.0 コンクリート

12 1.137 飯能 顔振川 入間郡 越生町 5.4 30.5 1.5 コンクリート

12 1.137 本庄 池尻川 児玉郡 神川町 6.3 28.8 1.7 コンクリート

18 1.097 秩父 栗尾沢 秩父市 9.0 33.0 2.0 コンクリート

19 1.061 秩父 五百沢 秩父市 7.0 28.0 1.5 コンクリート

19 1.061 秩父 五百沢 秩父市 6.0 34.5 1.5 コンクリート

19 1.061 秩父 五百沢 秩父市 6.5 28.0 1.5 コンクリート

19 1.061 秩父 五百沢 秩父市 6.5 21.0 1.5 コンクリート

19 1.061 東松山 大内沢 秩父郡 東秩父村 10.0 51.0 2.0 コンクリート

19 1.061 本庄 幹沢川 児玉郡 神川町 5.4 15.9 1.0 コンクリート

19 1.061 本庄 幹沢川 児玉郡 神川町 5.1 22.0 1.0 コンクリート

26 0.829 秩父 上の沢 秩父市 5.5 26.0 1.5 石積

27 0.745 東松山 桃の木沢 比企郡 ときがわ町 10.0 40.1 2.0 コンクリート

28 0.604 秩父 押堀川 秩父市 5.5 43.8 1.6 コンクリート

29 0.548 飯能 龍ヶ谷川 入間郡 越生町 9.0 38.0 2.0 コンクリート

29 0.548 本庄 女堀川 本庄市 児玉町 5.5 26.7 1.7 コンクリート

31 0.512 秩父 崩間沢 秩父市 9.5 25.0 2.0 コンクリート

順位
AHP法
点数

所管 渓流名 市・郡 堤高(m） 堤長(m） 天端幅(m) 構造区・町・村

《②改築又は更新》

（年次計画の一部を抜粋（表5-2））

〇年間４基の砂防堰堤の改築又は更新を実施
し、長期計画期間である５０年間で２０４
基の改築又は更新を完了させる
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５．年次計画（③除石）

表5-3 年次計画（除石） ※一部抜粋

《③除石》

（年次計画の一部を抜粋（表5-3））

〇Ｒ３～Ｒ６までに、９４箇所の
除石を完了させる

〇２回目以降の定期点検等の結果に
基づき、除石の実施を検討する

〇これまでの堰堤の除石に加え、流
路工内の除石等の実施についても
検討する

実施
年度

通し
番号

事務所 渓流名 市町村名 施設名

62 東松山県土 成沢 ときがわ町 成沢堰堤0.82k
63 東松山県土 億万沢 東秩父村 億万沢第1号堰堤
64 東松山県土 億万沢 東秩父村 億万沢第2号堰堤
65 東松山県土 億万沢 東秩父村 億万沢第3号堰堤
66 本庄県土 幹沢川 神川町 幹沢川堰堤0.96ｋ
67 本庄県土 高牛川 神川町 高牛第2号堰堤
68 秩父県土 藤原沢 皆野町  藤原沢第2号堰堤1.33K
69 秩父県土 諏訪沢 長瀞町 諏訪沢第1号堰堤3.0k
70 秩父県土 諏訪沢 長瀞町 諏訪沢左支川第3号堰堤0.09k

71 秩父県土 魚尾道沢 小鹿野町 魚尾道沢堰堤0.48k
72 秩父県土 宮沢 秩父市 宮沢堰堤0.96k
73 秩父県土 中郷沢 長瀞町 中郷沢堰堤0.56K
74 秩父県土 たのん沢 小鹿野町 たのん沢堰堤0.16ｋ
75 秩父県土 間の沢 秩父市 間の沢堰堤0.14ｋ
76 秩父県土 堂上沢 小鹿野町 堂上沢堰堤0.26ｋ
77 秩父県土 午房沢 小鹿野町 午房沢堰堤0.17k
78 秩父県土 森戸入沢 秩父市 森戸入沢堰堤0.13K
79 秩父県土 五百沢 秩父市 五百沢第1号堰堤0.52k
80 秩父県土 五百沢 秩父市 五百沢第2号堰堤0.6k
81 秩父県土 五百沢 秩父市 五百沢第4号堰堤0.8k
82 秩父県土 五百沢 秩父市 五百沢第5号堰堤0.9k
83 秩父県土 深沢 皆野町 深沢堰堤0.16K 
84 秩父県土 大日影沢 長瀞町 大日影沢左支川第1号堰堤0.1k

85 飯能県土 湯基入 飯能市 湯基入2号砂防堰堤1.52k
86 飯能県土 久通川 飯能市 久通川1号堰堤3.20k
87 飯能県土 風影入 飯能市 風影入堰堤1.00k
88 飯能県土 風影入 飯能市 風影入第3号堰堤1.17k
89 飯能県土 タツマ谷 飯能市 タツマ谷第1号堰堤0.09k
90 飯能県土 顔振川 越生町 顔振川堰提0.078k
91 東松山県土 栗和田川 東秩父村 栗和川堰堤
92 東松山県土 栗和田川 東秩父村 栗和田川堰堤
93 東松山県土 栗和田川 東秩父村 栗和田川堰堤0.930ｋｍ
94 東松山県土 栗和田川 東秩父村 栗和田川堰堤1.003ｋｍ

R6年度

R5年度
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６．事業計画実施工程

事業
現行計画
(R1～R3)

短期
［10年間］

中期
［10年間～30年間］

長期
［30年間～50年間］

修繕

改築又
は更新

除石

健全度Ｃ
（２８１施設） 健全度Ｃ

（３１６施設）

２０４基の改築又は更新等を実施

９４基

全施設の健全度がＢ
以上となるよう適切
に維持管理を実施

定期点検等の結果を踏まえ、堰堤の除石に加え、
流路工内の除石等の実施を検討する

対策完了
（１６施設）
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• 点検は、施設の機能の低下状況や、構造上の損傷の程度やその原因の特定を行うため実施する。また、砂

防関係施設においては、外的要因に影響を受けること、点検データの蓄積が少ないことから、劣化予測が

現在の知見では困難であり、点検・診断により適切な時期に対処する必要があるため、施設点検が重要と

なる。このため、点検計画では、「日常点検」、「初回点検」、「定期点検」、「臨時点検」、「詳細点

検」を対象とし、計画的かつ効率的な点検が図れるようにする。

• 定期点検は、点検計画に基づき実施するものとし、目視点検もしくはUAVを活用した点検により、安全性、

効率性の向上を図ることが重要である。

21

表7-1 点検の種類等

７．点検計画

点検の種類 目的 点検の頻度等

日常点検 維持管理のために実施される日常的な見回り 適宜

初回点検
最初の定期点検。砂防関係施設の漏水・湧水・洗堀・
亀裂・破損・地すべりの有無などの施設状況および施
設に直接影響を与える周辺状況について点検する。

竣工後10年

A 10年

B 5年

C 5年

・出水後や地震後対応(震度5強
以上または砂防関係施設に異常
等の通報があった場合)

・必要と判断した場合

詳細点検
定期点検や臨時点検ではその変状の程度や原因の把握
が困難な場合に実施する。

必要と判断した場合

臨時点検
出水や地震などによる砂防関係施設の損傷の有無や程
度及び施設に直接影響を与える周辺状況を把握、確認
する。

必要と判断した箇
所

必要と判断した箇
所

全ての施設

対象施設

新規施設

健全度定期点検
砂防関係施設の漏水・湧水・洗堀・亀裂・破損・地す
べりの有無などの施設状況および施設に直接影響を与
える周辺状況について点検する。
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７．点検計画（点検カルテ）

図7-1 点検総括表

参考）点検カルテ（一部抜粋）

図7-2 定点写真比較


